
事  務  連  絡 

令和７年 10 月８日 

 

和歌山市 介護保険担当主管部（局） 御中 

  

厚生労働省老健局高齢者支援課 

 

 

介護事業者のための業務継続計画（BCP）見直しワークショップの 

開催について（周知依頼） 

 

 

平素より介護保険行政の推進にご協力賜り、厚く御礼申し上げます。 

介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）については、災害発生時にお

いても迅速かつ的確な行動ができるよう、平時から研修、訓練（シミュレーショ

ン）を行うとともに、最新の知見や地域の特性を踏まえた実効的な内容となるよ

う定期的に見直すことが重要です。 

こうしたことを踏まえ、介護施設・事業所における業務継続計画が一層の実行

性を確保できるよう、今般、令和７年度委託事業として、別紙のとおり「介護事

業者のための業務継続計画（BCP）見直しのためのワークショップ」を開催する

ことといたしました。（委託先：株式会社エーフォース） 

本ワークショップでは、和歌山市内を会場にして、業務継続計画（BCP）の見

直しをはじめ、研修・訓練、施設間連携や地域連携のポイント等について、講義

及び実践形式で説明を行う予定です。 

つきましては、本ワークショップの開催について、和歌山市内の介護施設・事

業所への周知についてご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

（申し込み方法等の問い合わせについて） 

BCP ワークショップ事務局 

株式会社エーフォース 

E-mail : bcp＠aforce.jp 

（事業内容の問い合わせについて） 

厚生労働省 老健局 高齢者支援課 

電 話：03-5253-1111（内）3927 

ＦＡＸ：03-3595-3670 



BCP策定が義務化された現在、実効性あるBCPの構築には、単なるひな形の踏襲

だけでは不十分です。本ワークショップでは、BCPをより実効性のあるものとするた

めに、参加する介護事業所の皆様に改善点を議論していただき、具体的な改善プロセ

スを可視化することを目的としています。

全ての介護サービス事業所において
BCPの策定、周知、研修、訓練及び見直しが義務化されました！

「介護事業者のための業務継続計画（BCP）見直し
ワークショップ」開催のご案内

開催概要

2025年11月17日（月）14:00～17:00

24名（対面）

※1事業所につき最大1名まで、先着順

和歌山市内の介護施設・事業所（入所系、通所系、訪問系、居宅系）

和歌山県JAビル2F和ホールC（〒640-8331 和歌山県和歌山市美園町5丁目1-1）

①BCPをより実効性のあるものにするために

②施設間連携・地域連携のポイント（仮）

講師による講義及び実践形式のグループワーク

下記 「参加申込方法」 参照

本事業の参考のため、参加事業所の皆様にはアンケート回答をお願い

し、一部の事業所にはヒアリングを実施させていただく予定です。

参加費無料

1. 日 時 ：

2. 定 員 ：

3. 対 象 ：

4. 実施場所 ：

5. テ ー マ ：

6. 実施内容 ：

7. 申込方法 ：

8. 留意事項 ：

参加申込方法

参加を希望する場合は、下記ＵＲＬまたは右記QRコードより
必要事項をご回答の上、10月17日（金）までにお申込ください。
https://aforce.jotform.com/252638430827057

▼参加申し込みフォーム

【お問い合わせ先】

BCPワークショップ事務局

株式会社エーフォース

E-mail：bcp@aforce.jp

令和７年度厚生労働省委託事業

「介護施設等における自然災害等発生時の対応力強化及び業務継続計画の見直し等に係る調査研修業務一式」）

＜厚生労働省委託事業＞


